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令和８年度 北秋田市建設工事 

入札参加資格審査申請書 提出書類一覧 

 

 提出書類の記載事項は、経営事項審査の審査基準日現在の状況を記載してください。ただ

し、提出までに変更があった場合は、変更後の状況で記載してください。 

 

（１）提出部数及び綴じ方 

 ・電子申請に添付して提出してください。 

・持参・郵送による場合の提出部数は１部とし、（２）の提出書類一覧の順に並べ、Ａ４

の長辺に穴をあけ、綴りひも又は綴じ具を用いて提出してください。 

 

（２）提出書類一覧（○：必須、 △：該当する場合のみ 、－：不要） 

※証明書類は、提出時において発行から３か月以内のものを提出してください。 

No. 書類の名称 内容 
提出区分 

市内 市外 

1 
北秋田市建設工事入札参加資格審査

申請書 

様式第１号 

※秋田県登録の有無欄も必ず回答して

ください 

○ ○ 

2 
登録希望工事種別調書 

様式第１－１号 

※年間平均完成工事高は、経営事項審

査結果通知書に記載の金額と合致しま

す 

○ ○ 

完成工事高計算表 様式第１－２号 △ △ 

3 業態調書 様式第２号 △ △ 

4 
完成工事高

の内訳書 

とび・土工・コンクリ

ート工事（とび工事） 
様式第３－１号 

※とび・土工・コン

クリート工事、解体

工事については、左

記の区分により各様

式を使用してくださ

い。 

それ以外の工事につ

いては、任意様式で

提出してください。

（経営事項審査の工

事経歴書の写しでも

可） 

△ △ 

とび・土工・コンクリ

ート工事（法面工事） 
様式第３－２号 △ △ 

とび・土工・コンクリ

ート工事（土工・コン

クリート工事） 

様式第３－３号 △ △ 

解体工事 

（土木工作物解体） 
様式第３－４号 △ △ 

解体工事 

（建築物解体） 
様式第３－５号 △ △ 

解体工事 

（建設業法） 
様式第３－６号 △ △ 

上記以外の工事 任意様式 △ △ 

5 技術職員名簿 

様式第４号（任意様式でも可） 

※解体工事施工技士を保有している場

合は、工事種別を解体として記載して

ください 

○ ○ 

6 

    

技術職員調

書 

電気工事 様式第５号 △ △ 

給排水暖冷房衛生設

備工事 
様式第６号 △ △ 

一般塗装工事 様式第７号 △ △ 

7 支店（営業所）調書 

様式第８号 

※支店（営業所）等での登録を希望す

る場合、専任の有資格者の配置が必要

△ △ 
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になりますので、技術職員名簿等を必

ず添付してください。（建設業許可申請

時に提出された専任技術者証明書の写

しでも可） 

8 委任状 任意様式 △ △ 

9 使用印鑑届 様式第９号 ○ ○ 

10 経営事項審査結果通知書 

通知書の写し 

※社会保険等への加入もこの資料で確

認します 

○ ○ 

11 

納税証明書 

①市内に本社又は営業所を置く事業者 

市税（北秋田市）、県税（秋田県）、

国税 

※代表者個人の納税証明書は不要 

②県内に本社又は営業所を置く事業者 

県税（秋田県）、国税 

③県外事業者 

国税 

※国税は電子納税証明書の写し可 

○ ○ 

納税状況確認同意書 

納税状況確認同意書様式 

※市内本社は代表者個人の同意書を提

出してください。 

△ － 

12 特別徴収実施状況申告書 特別徴収実施状況報告書様式 ○ － 

13 誓約書 誓約書 ※要実印 ○ ○ 

14 法人市民税の確定申告書 確定申告書の写し △ △ 

15 社会保険加入に関する証明書 

次のいずれかの写し 

・社会保険料納入確認（申請）書 

・直近１回分の領収証又は口座振替済

通知書 

○ ○ 

16 
建設業退職金共済事業等加入・履行証

明 

建退共や中退共など、退職一時金若し

くは企業年金制度への加入が分かる書

類をを提出してください。 

○ ○ 

17 国・県登録建設業の許可 許可通知の写し ○ ○ 

18 登記簿謄本 
商業登記簿謄本（履歴事項全部証明

書）の写し 
△ △ 

※その他、必要に応じて申請に必要となる資料等を追加で求める場合があります。 

 

 


